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議案第 ３７ 号  

 

   工事請負契約の一部を変更することについて 

 

 平成２７年第５回市議会定例会の議決を経て締結した徳山動物園リニューアル自然

学習館建築主体工事の請負契約の一部を下記のとおり変更することについて、周南市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１５年周南市

条例第５２号）第２条の規定により、市議会の議決を求める。 

 

平成２９年２月２２日 提出 

 

周南市長  木  村  健 一 郎  

 

記 

工期「本契約を成立させる旨の意思表示をした日の翌日から平成２９年３月１５日

まで」を「本契約を成立させる旨の意思表示をした日の翌日から平成２９年５月３１

日まで」とする。 

契約金額「￥５１１,９２０,０００－」を「￥５３８,３３４,６４０－」とする。 
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（参 考） 

変 更 概 要 

１ 工 事 名 

徳山動物園リニューアル自然学習館建築主体工事 

２ 変更理由及び変更箇所 

⑴ 杭施工箇所における杭の延長 

⑵ 矢板の打込みにおける一部工法の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




